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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　撮像素子を有するカメラ装置に接続可能なレンズ装置であって、
　可動レンズユニットを含む撮像光学系と、
　前記可動レンズユニットを、前記撮像光学系の光軸方向に駆動する駆動手段と、
　前記可動レンズユニットを第１駆動速度で駆動させる第１駆動指令、及び前記可動レン
ズユニットの駆動を停止させる停止指令を交互に前記駆動手段へ出力することにより、前
記可動レンズユニットがウォブリング動作されるように前記駆動手段を制御する制御手段
と、を有し、
　前記制御手段は、前記ウォブリング動作において、前記第１駆動指令を前記駆動手段へ
出力する前及び出力した後において、前記可動レンズユニットを前記第１駆動速度よりも
低速な第２駆動速度で駆動させる第２駆動指令を前記駆動手段へ出力し、
　前記制御手段が前記第１駆動指令を前記駆動手段へ出力する前において、前記第２駆動
指令は１種類または２種類の駆動指令からなり、
　前記制御手段が前記第１駆動指令を前記駆動手段へ出力した後において、前記第２駆動
指令は１種類または２種類の駆動指令からなる、
ことを特徴とするレンズ装置。
【請求項２】
　前記撮像光学系は、ズームレンズ及び開口絞りを含み、
　前記制御手段は、前記ズームレンズ及び前記開口絞りの状態に基づいて、前記第１駆動
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速度及び前記第２駆動速度のうちの少なくとも一方を設定することを特徴とする請求項１
に記載のレンズ装置。
【請求項３】
　前記制御手段は、前記撮像光学系のＦナンバーに基づいて、前記第１駆動速度及び第２
駆動速度のうちの少なくとも一方を設定することを特徴とする請求項１又は２に記載のレ
ンズ装置。
【請求項４】
　前記制御手段は、前記撮像光学系の焦点深度に基づいて、前記第１駆動速度及び第２駆
動速度のうちの少なくとも一方を設定することを特徴とする請求項１又は２に記載のレン
ズ装置。
【請求項５】
　前記制御手段は、前記撮像光学系の被写界深度に基づいて、前記第１駆動速度及び第２
駆動速度のうちの少なくとも一方を設定することを特徴とする請求項１又は２に記載のレ
ンズ装置。
【請求項６】
　前記制御手段は、前記撮像素子の撮像周期に基づいて、前記第１駆動速度及び前記第２
駆動速度のうちの少なくとも一方を設定することを特徴とする請求項１乃至５のいずれか
に記載のレンズ装置。
【請求項７】
　前記駆動手段は、マイクロステップ駆動により前記可動レンズユニットを駆動すること
を特徴とする請求項１乃至６のいずれかに記載のレンズ装置。
【請求項８】
　請求項１乃至７のいずれかに記載のレンズ装置と、
　前記レンズ装置が有する撮像光学系により形成された被写体像を光電変換する撮像手段
を有するカメラ装置と、を有することを特徴とする撮像装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、被写体像が合焦状態に近づく、フォーカスレンズの駆動方向を判定するため
に、所謂ウォブリング動作を行うレンズ装置及びそれを有する撮像装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、静止画撮像用や動画撮像用の撮像装置においては、撮像光学系により形成された
被写体像が合焦する、フォーカスレンズの駆動方向を判定するために、フォーカスレンズ
を撮像光学系の光軸方向に微小進退駆動（ウォブリング動作）させている。
【０００３】
　たとえば特許文献１では、カメラ装置とレンズ装置との間で露光同期を取りつつ、露光
同期の周波数に関わらず複数の追従モードでフォーカスレンズのウォブリング動作を行っ
ている。これにより、フォーカスレンズのウォブリング動作に適切な周波数でフォーカス
レンズを制御可能とすることが記載されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開２０１０－６３１６２号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　しかしながら、上述の特許文献１に開示された従来技術では、各追従モードにおけるウ
ォブリング動作の際の駆動周波数（駆動速度）を一つしか持たない。また、フォーカスレ
ンズを光軸方向に動作させるための機構設計として、温度下での動作保証や部品精度の観
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点から連結部のガタをゼロにすることが困難である。その結果、ウォブリング動作の際に
メカ的な衝突音（メカ衝突音）の発生は避けられない。
【０００６】
　このため、制御性向上などのために駆動周波数を上げた場合には、このメカ衝突音が増
大し、フォーカスレンズの動作音としてカメラマイクにより録音されやすくなるという障
害が生じる。ウォブリング動作は、撮像した動画や後述するスルー画像において人の目で
視認できない程度に微小な駆動振幅値においてフォーカスレンズを光軸方向に進退駆動さ
せることでオートフォーカス動作を実現している。
【０００７】
　ウォブリング動作時に発生するメカ衝突音は、撮像周期という短周期で発生する周期音
であるため、人の聴感として耳障りな音として認識されやすい。このため、ウォブリング
動作時のメカ衝突音が動画撮像時に録音されることは、動画の視聴者にとっては不快な音
として認識され、（音声を含めた）映像品質の低下を招いてしまう。
【０００８】
　また、従来のカメラは、撮像素子で撮像した画像をカメラボディ背面に設けられた液晶
ディスプレイに表示させるスルー画像表示機能を有する。ここで、スルー画像とは、撮像
後にメモリーカードなどの記録媒体に記録しない画像である。撮像者はこのスルー画像を
視認することで、静止画撮像時に被写体の構図を決めることができる。
【０００９】
　ウォブリング動作時に発生するメカ衝突音は、撮像した動画やスルー画像上の変化を伴
わないため、人の聴感として耳障りな音として認識されやすい。このため、ウォブリング
動作時のメカ衝突音が動画撮像時に録音されたり、静止画や動画の撮像時に発生すること
は、撮像者や動画の視聴者にとっては不快な音として認識され、（音声を含めた）映像品
質の低下を招いてしまう。
【００１０】
　そこで、本発明の目的は、ウォブリング動作時における騒音レベルを低下させた撮像装
置を提供することである。
【課題を解決するための手段】
【００１１】
　撮像素子を有するカメラ装置に接続可能なレンズ装置であって、可動レンズユニットを
含む撮像光学系と、前記可動レンズユニットを、前記撮像光学系の光軸方向に駆動する駆
動手段と、前記可動レンズユニットを第１駆動速度で駆動させる第１駆動指令、及び前記
可動レンズユニットの駆動を停止させる停止指令を交互に前記駆動手段へ出力することに
より、前記可動レンズユニットがウォブリング動作されるように前記駆動手段を制御する
制御手段と、を有し、前記制御手段は、前記ウォブリング動作において、前記第１駆動指
令を前記駆動手段へ出力する前及び出力した後において、前記可動レンズユニットを前記
第１駆動速度よりも低速な第２駆動速度で駆動させる第２駆動指令を前記駆動手段へ出力
し、前記制御手段が前記第１駆動指令を前記駆動手段へ出力する前において、前記第２駆
動指令は１種類または２種類の駆動指令からなり、前記制御手段が前記第１駆動指令を前
記駆動手段へ出力した後において、前記第２駆動指令は１種類または２種類の駆動指令か
らなる、ことを特徴とする。
【発明の効果】
【００１２】
　本発明によれば、ウォブリング動作時における騒音レベルを低下させた撮像装置を提供
することができる。
【図面の簡単な説明】
【００１３】
【図１】本発明における撮像装置について説明するブロック図。
【図２】本発明の駆動例について説明する図。
【図３】本発明の駆動例における駆動指令及びレンズ騒音について説明する図。
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【図４】本発明の他の駆動例における駆動指令について説明する図。
【図５】本発明の他の駆動例における駆動指令について説明する図。
【図６】従来技術の駆動例について説明する図。
【図７】従来技術の駆動例における駆動指令及びレンズ騒音について説明する図。
【発明を実施するための形態】
【００１４】
　以下に、本発明の好ましい実施の形態を、添付の図面に基づいて詳細に説明する。
【実施例１】
【００１５】
　図１は、本実施例の撮像装置（レンズ装置及びカメラ装置）におけるブロック図である
。
【００１６】
　レンズ装置の撮像光学系は、物体側から順に、フィールドレンズ１０１、変倍レンズと
してのズームレンズ群１０２、光量を調節する絞りユニット（開口絞り）１１４、アフォ
ーカルレンズ１０３、合焦レンズとしてのフォーカスレンズ群１０４で構成される。
【００１７】
　１１６は、本発明の撮像手段としての撮像素子であり、撮像光学系により形成された被
写体像を光電変換するＣＣＤセンサ、ＣＭＯＳセンサなどで構成される。撮像素子１１６
はカメラ装置が有する。本発明のレンズ装置は、撮像素子１１６を有するカメラ装置に接
続可能なものである。本発明のレンズ駆動手段（駆動手段）は、レンズ保持枠、不図示の
ガイド軸、ラック、ステッピングモータ、スクリュー軸、駆動回路により構成され、次の
通りである。ズームレンズ群１０２とフォーカスレンズ群１０４はそれぞれ、ズームレン
ズ保持枠１０５、フォーカスレンズ保持枠１０６により保持されている。これらレンズ保
持枠１０５、１０６は、不図示のガイド軸によって光軸方向に移動できるように構成され
ている。
【００１８】
　レンズ保持枠１０５、１０６にはそれぞれ、ラック１０５ａ、１０６ａが取り付けられ
ている。ラック１０５ａ、１０６ａは、ステッピングモータ１０７、１０８の出力軸であ
るスクリュー軸１０７ａ、１０８ａのスクリュー部に噛み合っている。
【００１９】
　各ステッピングモータ１０７，１０８が駆動され、スクリュー軸１０７ａ、１０８ａが
回転する。該スクリュー軸１０７ａ、１０８ａとラック１０５ａ、１０６ａとの噛み合い
作用によって、レンズ保持枠１０５、１０６が撮像光学系の光軸方向（図中の矢印方向）
に移動される。ステッピングモータ１０７、１０８はそれぞれ、ズームレンズ群（ズーム
レンズ）１０２、フォーカスレンズ群（フォーカスレンズ）１０４を撮像光学系の光軸方
向へ移動させるために駆動するモータである。
【００２０】
　このとき、フォーカスレンズ群１０４を撮像光学系の光軸方向へ駆動させるために、各
駆動手段間の連結部ではメカ的なガタを持たせている。具体的には、フォーカスレンズ保
持枠１０６と不図示のガイド軸間、フォーカスレンズ保持枠１０６とラック１０６ａ間、
ラック１０６ａとスクリュー軸１０８ａ間、およびステッピングモータ１０８内部におい
てである。また、ズームレンズ群１０２の駆動手段においても、フォーカスレンズ群の駆
動手段と同様にメカ的なガタを持たせている。ここで、メカ的なガタを持たせる目的は、
温度下での動作保証や部品精度の観点から、機構設計上で必要条件のためである。
【００２１】
　ステッピングモータ１０７、１０８により、ズームレンズ群１０２およびフォーカスレ
ンズ群１０４をそれぞれの目標位置に駆動する場合、まず撮像装置の起動時に、各レンズ
を位置制御上の基準となる位置（リセット位置）にセットする。撮像装置には、ズームレ
ンズ群１０２およびフォーカスレンズ群１０４が、それぞれリセット位置に位置している
か否かを検出するためのリセット位置センサが設けられている。
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【００２２】
　該リセット位置センサは、発光素子と受光素子とが一体となったフォトインタラプタ１
０９、１１０により構成されている。フォトインタラプタ１０９、１１０の発光素子と受
光素子との間に、レンズ保持枠１０５、１０６に設けられた遮光部１０５ｂ、１０６ｂが
入り込む。これにより、発光素子から受光素子に向かう光を遮断することで、ズームレン
ズ群１０２およびフォーカスレンズ群１０４がリセット位置に位置したことが検知される
。
【００２３】
　なお、遮光部材１０５ｂは、ズームレンズ群１０２の望遠側か広角側かのゾーン検出を
可能とする形状に設定されている。また、遮光部材１０６ｂは、フォーカスレンズ群１０
４の遠距離物体に対してフォーカスする位置か、至近物体に対してフォーカスする位置か
、のゾーン検出を可能とする形状に設定されている。そして、このリセット位置から目標
位置までズームレンズ群１０２およびフォーカスレンズ群１０４を移動させるために、必
要な駆動パルス数の駆動波形をステッピングモータ駆動回路１１９、１２０からステッピ
ングモータ１０７、１０８に入力している。本実施例では略正弦（余弦）波形を形成する
マイクロステップ駆動を採用している。
【００２４】
　ズームレンズ保持枠１０５には、ズームレンズ群１０２の位置を検出するためのズーム
位置スケール１０５ｃが固定されている。また図示しないレンズ鏡筒部の、ズーム位置ス
ケール１０５ｃと対向する箇所に、ズーム位置センサ１３０が固定されている。ズーム位
置スケール１０５ｃには光軸方向に磁気パターン、光反射パターンなどのスケールパター
ンが生成され、ズーム位置センサ１３０がスケールの位置に応じた磁気信号、光反射信号
などを読み取ることで、ズームレンズ群１０２の光軸方向の送り量を検出できる。ズーム
位置センサ１３０の検出信号は、後述するマイクロプロセッサ１１１に入力され、ズーム
レンズ群１０２の位置制御に用いられる。
【００２５】
　フォーカスレンズの保持枠１０６には、フォーカスレンズ群１０４の位置を検出するた
めのフォーカス位置スケール１０６ｃが固定されている。また図示しないレンズ鏡筒部の
、フォーカス位置スケール１０６ｃと対向する箇所に、フォーカス位置センサ１４０が固
定されている。フォーカス位置スケール１０６ｃには光軸方向に磁気パターン、光反射パ
ターンなどのスケールパターンが生成され、フォーカス位置センサ１４０がスケールの位
置に応じた磁気信号、光反射信号などを読み取る。
【００２６】
　これにより、フォーカスレンズ群１０４の光軸方向の送り量を検出できる。フォーカス
位置センサ１４０の検出信号は、後述する本発明の制御手段としてのマイクロプロセッサ
１１１に入力され、フォーカスレンズ群１０４の位置制御に用いられる。マイクロプロセ
ッサ１１１は、レンズ装置若しくはカメラ装置のいずれか、又はレンズ装置及びカメラ装
置の両方が備えても良い。
【００２７】
　ここで、上述した位置センサ１３０、１４０の出力波形としては、時間軸に対して三角
関数の形状をしており、レンズ位置は正弦関数、または余弦関数の角度に相当する値とし
て算出することが出来る。ステッピングモータ１０７、１０８はそれぞれ、ステッピング
モータ駆動回路１１９、１２０に入力されるマイクロプロセッサ１１１からの駆動値（駆
動量）に関する情報に応じて駆動される。つまり、撮像光学系の変倍動作およびこれに伴
う合焦動作は、デジタルビデオカメラなどで一般的に用いられているカム軌跡データを利
用した電子カム方式によりステッピングモータ１０７、１０８を制御することによって行
われる。
【００２８】
　続いて、マイクロプロセッサ１１１は、不図示の電源スイッチ、録画スイッチ、操作手
段としてのズームスイッチなどのスイッチからの入力信号に応じて、本撮像装置の動作全



(6) JP 5963526 B2 2016.8.3

10

20

30

40

50

体の制御を司る。
【００２９】
　マイクロプロセッサ１１１内に設けられた記憶装置（記憶手段）１１２には、ズームレ
ンズ群１０２のリセット位置に対する望遠側と広角側の位置（テレ端およびワイド端）が
記憶されている。具体的には、ズーム位置センサ１３０によるズームレンズ群１０２の位
置データとして記憶されている。フォーカスレンズ群１０４のリセット位置に対しても、
フォーカス位置センサ１４０による物体距離とズームレンズ群１０２の位置とで決定され
る位置データが記憶されている。
【００３０】
　続いて、絞りユニット（開口絞り）１１４は、所謂ガルバノ方式のアクチュエータ１１
４ｃと、このアクチュエータ１１４ｃにより開閉駆動される絞り羽根１１４ａ、１１４ｂ
と、絞り開閉状態を検出する位置検出素子（ホール素子）１１５とを有する。
【００３１】
　撮像画像の流れとしては、撮像素子１１６により光学像から電気信号に変換されたあと
、Ａ／Ｄ変換回路１１７によってアナログ信号からデジタル信号に変換され、信号処理回
路１１８に入力される。
【００３２】
　信号処理回路１１８は、入力された電気信号から各種の画像処理を施すことにより、画
像の露出状態をあらわす輝度信号情報を生成し、記録可能なデータ形式への変換をおこな
った後に、映像信号を記録部１５０に送る。マイクロプロセッサ１１１は、信号処理回路
１１８から取得した輝度信号情報が常に適正値になるように、アクチュエータ１１４ｃを
フィードバック制御する。
【００３３】
　この際、マイクロプロセッサ１１１には、位置検出素子１１５からの出力が増幅器（Ａ
ｍｐ）１２２により増幅され、さらにＡ／Ｄ変換回路１２３によりアナログ信号からデジ
タル信号に変換されて、絞りの開閉位置を示す情報として入力される。マイクロプロセッ
サ１１１は、この絞り位置情報に基づいて、輝度信号情報が常に適正値になるように駆動
回路１２１に開閉信号を送り、アクチュエータ１１４ｃを制御する。また、マイクロプロ
セッサ１１１からは、絞り位置を任意に所定の開閉位置に位置決めするための開閉信号を
駆動回路１２１に送ることもできる。これら一連の動作は所定の撮像周期で行われ、本実
施例では６０Ｈｚとしている。
【００３４】
　フォーカスレンズ群１０４は、撮像光学系により撮像素子１１６上に形成される被写体
像のフォーカス状態を変化させるためのレンズ群である。マイクロプロセッサ１１１は、
被写体像が合焦状態に近づく、フォーカスレンズ群１０４の駆動方向を判定するために、
撮像素子１１６により得られるコントラスト情報に基づいて、上記撮像周期に同期したフ
ォーカスレンズ群１０４のウォブリング動作の制御を行う。言い換えると、被写体像にお
けるコントラスト値の変化方向を検出するために、フォーカスレンズ群１０４のウォブリ
ング動作を行う。フォーカスレンズ群１０４をウォブリング動作（光軸方向に微小進退駆
動させる動作）させることにより、移動する被写体に対して連続的にフォーカスを合わせ
続けることができる。ウォブリング動作は、オートフォーカス動作において行われる。
【００３５】
　次に、図２～７を用いて、図１に示した撮像装置における、フォーカスレンズ群１０４
をウォブリング動作させる際に行う駆動方法について説明する。
【００３６】
　図６は従来技術における駆動指令について説明する図である。図６においては、マイク
ロプロセッサ１１１からステッピングモータ駆動回路１２０へ送られるフォーカスレンズ
群１０４の駆動値（駆動量）を縦軸に、時間を横軸に示している。図６のＡは、撮像周期
の時間を示しており、本実施例では約１６．７ｍｓ（６０Ｈｚ）である。図６のＢは、ウ
ォブリング動作における駆動値（駆動量）を示している。図６は、マイクロプロセッサ１
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１１からステッピングモータ駆動回路１２０へ、撮像周期毎にフォーカスレンズ群１０４
の［１］駆動指令→［２］停止指令→［３］駆動指令→［４］停止指令→・・・を交互に
出力した時の例である。
【００３７】
　ここで、グラフに傾きがある区間（［１］、［３］）では、駆動指令を受け、フォーカ
スレンズ群１０４が駆動し、グラフに傾きがなく水平の区間（［２］、［４］）では、停
止指令を受け、フォーカスレンズ群１０４が停止していることを意味する。フォーカスレ
ンズ群１０４の駆動速度（ステッピングモータ１０８の駆動周波数）は、撮像周期の時間
およびフォーカスレンズ群１０４の駆動値（駆動量）により決定される。ここで、図６に
示した従来の駆動例では、駆動指令を一つしか持たない。また、前述した各連結部でのメ
カ的なガタにより、フォーカスレンズ群１０４の駆動速度（ステッピングモータ１０８の
駆動周波数）を上げるとレンズ騒音（レンズ駆動に伴って発生する騒音）が増加する。
【００３８】
　図７は従来技術における駆動指令及びレンズ騒音について説明する図である。図７を見
て分かる通り、２４０ｐｐｓの駆動周波数でフォーカスレンズ群１０４をウォブリング動
作させた時のレンズ騒音が２５ｄＢなのに対し、駆動周波数を３６０ｐｐｓ、４８０ｐｐ
ｓと上げていくと、３０ｄＢ、３５ｄＢにレンズ騒音が増加している。これは、ウォブリ
ング動作時の駆動周波数を上げることによりフォーカスレンズ群１０４の運動エネルギー
が増大し、前述した各連結部でのメカ衝突音が増大するためと考えられる。
【００３９】
　次に、本発明の駆動指令について図２を用いて説明する。図２は本発明の駆動指令につ
いて説明する図である。図２の縦軸と横軸及びＡとＢが示している内容は図６と同様のた
め説明を省略する。
【００４０】
　図６に示した従来技術の駆動例においては、駆動指令を一つしか持たなかったが、図２
に示した本発明の駆動例においては、駆動指令を三つ（駆動指令１、駆動指令２ａ、駆動
指令２ｂ）持たせている。つまり、フォーカスレンズ群１０４のウォブリング動作時にお
ける駆動指令として、駆動指令１を駆動手段へ出力する前及び出力した後においてそれぞ
れ、駆動指令２ａ及び駆動指令２ｂをステッピングモータ駆動回路１２０へ出力している
。駆動指令２ａ及び駆動指令２ｂに基づくステッピングモータ１０８の駆動周波数は、駆
動指令１に基づくステッピングモータ１０８の駆動周波数よりも低速である。駆動指令１
は第１駆動指令としての駆動指令であり、駆動指令２ａ及び駆動指令２ｂは第２駆動指令
としての駆動指令である。
【００４１】
　なお、駆動指令１，２ａ，２ｂによるステッピングモータ１０８の駆動周波数（フォー
カスレンズ１０４の駆動速度）は、ステッピングモータ１０８（フォーカスレンズ１０４
）の停止状態を挟んで反転するが、図３においては特に区別せずに示した。
【００４２】
　駆動指令１，２ａ，２ｂにより駆動されるフォーカスレンズ群１０４の駆動速度（ステ
ッピングモータ１０８の駆動周波数）は、撮像周期に基づいて設定される。つまり、フォ
ーカスレンズ群１０４の駆動速度（ステッピングモータ１０８の駆動周波数）は撮像周期
の時間内で設定される。
【００４３】
　駆動指令１，２ａ，２ｂはそれぞれ、レンズ装置が有する撮像光学系の露光量（Ｆナン
バー）に基づいて設定される。つまり、露光量（Ｆナンバー）の大小によりフォーカスレ
ンズ群１０４の駆動値（駆動量）を増減するように設定される。ここで、フォーカスレン
ズ群１０４の駆動速度（ステッピングモータ１０８の駆動周波数）は撮像周期の時間内で
設定されるので、設定された駆動値（駆動量）と撮像周期の時間によりフォーカスレンズ
群１０４の駆動速度が設定される。そして、フォーカスレンズ群を設定された駆動速度で
駆動させるべく、駆動指令１，２ａ，２ｂが設定される。
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【００４４】
　図３は本発明における駆動指令及びレンズ騒音について説明する図である。図３に示し
た例のように、駆動指令１に基づく駆動周波数（第１駆動速度）として２４０ｐｐｓ，３
６０ｐｐｓ，４８０ｐｐｓを設定し、駆動指令２ａ，２ｂに基づく駆動周波数（第２駆動
速度）として１２０ｐｐｓを設定した場合には、以下の効果を確認できる。
【００４５】
　第一に、従来の駆動例で駆動周波数として４８０ｐｐｓを使用した場合のレンズ騒音が
３５ｄＢ（図７）に対し、本発明の上記設定を行うことで駆動周波数として４８０ｐｐｓ
を使用した場合のレンズ騒音は３０ｄＢ（図３）となっている。つまり、５ｄＢのレンズ
騒音が低減していることになる。第二に、仮にレンズ騒音３０ｄＢを使用上限とした場合
、従来の駆動例比較で３６０ｐｐｓ（図７）から４８０ｐｐｓ（図３）に駆動周波数を上
げることができる。すなわち、（音声を含めた）映像品質の低下を招くことなく、フォー
カスレンズ群１０４の駆動値（駆動量）を大きく設定できるようになり、ウォブリング動
作時の制御性向上が可能となる。
【００４６】
　図４，５は本発明における他の駆動指令について説明する図である。図４においては、
第２駆動指令としての駆動指令２ａに基づくステッピングモータ１０８の駆動周波数が、
同じく第２駆動指令としての駆動指令２ｂに基づく駆動周波数よりも小さい。このように
、駆動周波数は、第２駆動指令としての駆動指令同士で異ならせても良い。
【００４７】
　図５においては、第２駆動指令としての駆動指令は、第１駆動指令を駆動手段へ出力す
る前においては、フォーカスレンズ群１０４を徐々に加速させる複数の駆動指令（駆動指
令２ａ，２ｃ）からなる。また、第１駆動指令を駆動手段へ出力した後においては、フォ
ーカスレンズ１０４を徐々に減速させる複数の駆動指令（駆動指令２ｂ，２ｄ）からなる
。このように、第１駆動指令の出力前後において、駆動指令をきめ細かく出力することに
より、よりレンズ騒音を低減することができる。
【００４８】
　なお、本実施例においては、駆動指令１，２ａ，２ｂはそれぞれ、レンズ装置が有する
撮像光学系の露光量（Ｆナンバー）に基づいて設定されているが、本発明はこれに限られ
るものではない。たとえば、露光量（Ｆナンバー）に代えて、ズームレンズ及び開口絞り
の状態（ズームレンズにおいては位置、開口絞りにおいては絞り値）、レンズ装置が有す
る撮像光学系の焦点深度や被写界深度に基づいて、駆動指令２ａ，１，２ｂを設定しても
良い。
【００４９】
　また、本実施例においては、フォーカスレンズ１０４にウォブリング動作を行わせてい
るが、本発明はこれに限られず、フォーカスレンズ以外の可動レンズユニットにウォブリ
ング動作を行わせても良い。
【００５０】
　また、本実施例で用いられるステッピングモータの駆動方式には特に限定がなく、マイ
クロステップ駆動方式のみならず、１－２相駆動方式や２－２相駆動方式などを用いても
良い。
【００５１】
　また、本実施例においては、第１駆動指令に相当する駆動指令（駆動指令１）を出力す
る前及び出力した後の両方において、第２駆動指令に相当する駆動指令（駆動指令２ａ，
２ｂ）を出力している。しかし、出力する前及び出力した後のいずれか一方において出力
してもよい。
【００５２】
　また、本実施例のレンズ駆動手段にステッピングモータを用いたが、これに限定されな
い。例えば、ＤＣモータやリニアモータ、超音波モータなどを用いても良い。
【００５３】
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　また、本実施例の絞りユニットにガルバノ方式のアクチュエータを用いたが、これに限
定されない。例えば、ステッピングモータやＤＣモータ、リニアモータ、超音波モータな
どを用いても良い。
【００５４】
　さらに、本実施例の絞り制御においては、信号処理回路から取得した輝度信号情報が常
に適正値になるように、アクチュエータをフィードバック制御したが、上記他のモータを
用いるなどしてオープンループ制御を行っても良い。
【００５５】
　また、本実施例の撮像周期は６０Ｈｚとしたが、撮像周期には特に限定がなく、３０Ｈ
ｚのみならず、１２０Ｈｚや２４０Ｈｚなどを用いても良い。
【００５６】
　また、本実施例のフォーカスレンズ群の駆動周波数は、光軸方向への進退駆動において
同じ駆動周波数を同一としたが、駆動指令や、駆動指令に基づく駆動周波数の種類には特
に限定がなく、自由に設定可能である。
【００５７】
　また、本実施例では、各レンズ群の位置検出として位置スケールと位置センサを搭載し
たが、これらを搭載せずとも本発明の効果を得ることが可能である。
【００５８】
　また、本実施例では、ズームレンズ群とフォーカスレンズ群を光軸方向へ電気的に動作
させるためにステッピングモータを使用しているが、例えばズームレンズ群を光軸方向へ
手動で動作させる構成などを取っても良い。つまり、撮像光学系に属するレンズ群を光軸
方向へ微小に進退駆動させる場合であれば、他の構成に影響を受けず、本発明を適用可能
である。
【００５９】
　以上、本発明の好ましい実施形態について説明したが、本発明はこれらの実施形態に限
定されず、その要旨の範囲内で種々の変形及び変更が可能である。
【符号の説明】
【００６０】
　１０４　フォーカスレンズ群（フォーカスレンズ）
　１０６　フォーカスレンズ保持枠（駆動手段）
　１０６ａ　ラック（駆動手段）
　１０８　ステッピングモータ（駆動手段）
　１０８ａ　スクリュー軸（駆動手段）
　１１６　撮像素子（撮像手段）
　１１１　マイクロプロセッサ（制御手段）
　１２０　ステッピングモータ駆動回路（駆動手段）
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